
信州大学学友会について 

 
１．学友会とは 

信州大学の学生が自主的に行う課外活動の健全な発展と統一的な運営を図るとと

もに、文化活動、スポーツ活動等の振興 に努め、本学の発展に寄与することを目

的とした組織。スポーツ系の団体で構成されるスポーツ部会と文化系の団体で構成

される文化部会とがある 

 
２．設置の経緯 

「学生の課外活動等の支援組織のあり方ワーキンググループ」（平成 15 年度設置）

の報告において、学生が自主的に行うサークル活動の支援方策として、文化系サー

クルへの支援も視野に入れた組織の設置が提唱された。その後の検討の結果、役員

会及び教育研究評議会（平成 20 年３月 18 日開催）の承認を受け、平成 20 年４月

１日に設置した。 

 
３．学友会加盟団体について 

スポーツ部会所属４１団体、文化部会所属１３団体（平成２８年５月１日時点）。 
大学に登録のある学生団体のうち、学友会から加盟について承認を受けた団体 

 
４．会員 
①正会員  本学の学部学生（研究生、聴講生等を除く） 
②特別会員 入会を希望した国立大学法人信州大学の役員及び職員 

 
５．会費（正会員） 
 ①４年課程 10,000円 
 ②６年課程  15,000円 

全額を入学時に納めている。 

 
６．会費の使途 

①学友会所属団体への援助 
・援助金の支給（交通費・参加費・連盟加盟費等 学友会援助基準参照）  
・学友会物品の購入（大学名入りのテント、横断幕等） 

②課外活動への援助 
・大学祭への補助 
・体育施設環境整備（修繕・物品購入） 
・新入生向けサークル等紹介冊子の作成 
・顧問教員引率旅費 
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【主な収入】

・会員である学生（親）から
の寄附金

・信州大学同窓会からの寄
附金

【主な支出】
・加盟団体への援助金
・大学祭への援助金
・地域貢献/大学行事協力
への援助金
・課外活動施設周辺清掃

信州大学
学生委員会
（理事・教員）

委員派遣

活動報告

信州大学学友会

運営委員会
（会長，副会長，学生委員会委員，文化部会役員3名，
スポーツ部会役員3名，学務部長，学生支援課長）

会 長：理事（学生担当）
副会長：学生委員会委員（教員）
会 員：学生

監 事
教員1名

事務局
学生総合支援センター

部 会

文化部会 スポーツ部会

加盟団体 加盟団体

規約 規約

会則

援助基準 援助基準

援助基準

【設置目的】学生が自主的に行う課外活動の健全な発展と統一的な運営を図るとともに，
文化活動・スポーツ活動等の振興に努め，もって本学の発展に寄与することを目的とする。
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信州大学学友会会則 

 
（名称） 

第１条 本会は，信州大学学友会と称する。 
（事務局） 

第２条 本会の事務局を信州大学学生総合支援センター内に置く。 
（目的） 

第３条 本会は，信州大学（以下「本学」という。）の学生が自主的に行う課外活動

の健全な発展と統一的な運営を図るとともに，文化活動，スポーツ活動等の振興

に努め，もって本学の発展に寄与することを目的とする。 
（事業） 

第４条 本会は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる事業を行う。 
 一 文化活動，スポーツ活動等の課外活動全般に対する支援に関すること。 
 二 第13条第１項及び第２項に規定する部会に係る企画運営及び連絡調整に関す

ること。 
 三 その他前条の目的を達成するために必要な事業 

（会員） 
第５条 本会は，次の各号に掲げる会員からなる。 

一 正会員 本学の学部学生（研究生，聴講生等を除く。以下同じ。） 
二 特別会員 入会を希望した国立大学法人信州大学の役員及び職員 

 （会長及び副会長） 
第６条 本会に，会長及び副会長を置く。 
２ 会長は，学生担当の理事をもって充て，次条に規定する運営委員会を招集し，

その議長となる。 
３ 副会長は，国立大学法人信州大学学生委員会（以下「学生委員会」という。）か

ら選出された者をもって充て，会長の業務を補佐するとともに，会長に事故があ

るときは，その職務を代行する。 
（運営委員会） 

第７条 本会に，第４条各号に掲げる事業を行うに当たり，次の各号に掲げる事項

を審議・決定するため，信州大学学友会運営委員会（以下「運営委員会」という。）

を置く。 
 一 本会の事業の企画運営及び実施に関すること。 

二 第13条第２項に規定する部会の設置及び同条第１項に規定する部会の廃止に

関すること。 
 三 課外活動の支援に係る重要事項に関すること。 
 四 予算及び決算に関すること。 
 五 積立金の使途に関すること。 
 六 その他本会の運営に関する重要事項 

（組織） 
第８条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。 
 一 会長 
 二 副会長 
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 三 学生委員会から選出された者１人（第６条第３項に規定する副会長を除く。） 
 四 第13条第１項第１号に規定する文化部会の役員から選出された者３人 
 五 第13条第１項第２号に規定するスポーツ部会の役員から選出された者３人 
 六 学務部長 
 七 学生支援課長 
 八 その他会長が必要と認める者 

（任期） 
第９条 前条第２号から第５号までに規定する委員の任期は，１年とし，再任を妨

げない。 
２ 委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（委員以外の者の出席） 

第10条 会長が必要と認めるときは，運営委員会に委員以外の者の出席を求め，そ

の説明又は意見を聴くことができる。 
（議事） 

第11条 運営委員会は，第８条第４号及び第５号に規定する委員がそれぞれ１人以

上出席し，かつ，委員の３分の２以上の出席がなければ，議事を開き，議決する

ことができない。ただし，委任状の提出があった場合は，この限りでない。 
２ 運営委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。 
（監事） 

第12条 本会に，本会の予算及び決算を監査するため，監事１人を置く。 
２ 監事は，本学の教員のうちから，会長が指名する者をもって充てる。 
３ 監事の任期は，１年とし，再任を妨げない。 
４ 監事に欠員を生じた場合の後任の監事の任期は，前任者の残任期間とする。 
５ 監事は，会長の求めに応じ，運営委員会に出席することができる。 

（部会） 
第13条 本会に，第４条各号に掲げる事業を行うため，次の各号に掲げる部会を置

く。 
 一 文化部会  
 二 スポーツ部会  
２ 会員は，新たな部会の設置について，運営委員会に発議することができる。 
３ 部会の運営に関し必要な事項は，運営委員会が別に定める。 

（経費） 
第14条 本会の経費は，会員の会費，寄附金その他の経費をもって充て，本会の目

的を達成するために使用することができる。  
 （会費） 
第15条 正会員の会費は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定めるとおり

とし，その全額を入学時に納めるものとする。ただし，編入学の学生の会費につ

いては，運営委員会が別に定めるものとする。 
 一 ４年課程 10,000円 
 二 ６年課程  15,000円 
２ 特別会員の会費は，別に定めるところにより，毎会計年度末までに年額の会費
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を納めるものとする。 
３ 既納の会費は，特別な理由がある場合を除き，返還しない。 
４ 会費の管理に関する事務は，会長が事務局に委託する。 

（会計年度） 
第16条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

（剰余金及び積立金） 
第17条 年度ごとの剰余金は，本会の積立金に組み入れるものとする。ただし，運

営委員会の議を経て，これを翌年度に繰り越して使用することができる。 
２ 前項の積立金は，運営委員会の議を経て，本会の目的を達成するために使用す

ることができる。 
（会計報告） 

第18条 会長は，年度ごとの予算及び決算について，監事による監査を受けた後，

運営委員会に報告し，承認を得なければならない。 
２ 会長は，前項による予算及び決算報告書（以下「会計報告書」という。）につい

て，毎年度，会員に公開しなければならない。 
（活動報告） 

第19条 会長は，本会の年度の活動状況を当該年度の会計報告書を添えて，当該年

度の翌年度の国立大学法人信州大学役員会（以下「役員会」という。）及び学生委

員会に報告しなければならない。 
（会則の改廃） 

第20条 この会則の改廃は，運営委員会の議を経て行うものとする。 
（雑則） 

第21条 この会則に定めるもののほか，本会に関し必要な事項は，運営委員会が別

に定める。 
    

附 則 
１ この会則は，平成20年７月２日から施行する。 
２ この会則施行の際，この会則施行の日（以下「施行日」という。）の前日に廃止

前の信州大学体育会規約に基づき置かれていた信州大学体育会（以下「旧体育部会」

という。）は，施行日において，スポーツ部会となる。この場合において，旧体育部

会が有する経費は信州大学学友会が承継する。 
３ 第８条の規定にかかわらず，同条第４号に規定する委員が選出されるまでの間，

運営委員会は当該委員を除いて組織する。 

４ この会則施行後最初に指名される第12条第１項に規定する監事の任期は，同条

第３項の規定にかかわらず，平成21年３月31日までとする。 
附 則 

 この会則は，平成21年４月１日から施行する。 
附 則 

 この会則は，平成25年４月18日から施行する。 
附 則 

 この会則は，平成27年10月１日から施行する。 
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信州大学学友会スポーツ部会規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は，信州大学学友会会則（以下「会則」という。）第 13条の規定に基

づき，信州大学学友会スポーツ部会（以下「本部会」という。）に関し，必要な事項

を定める。 

 

（部会員） 

第２条 部会員は，大学公認の承認を受けた団体のうち，第８条に規定する委員会（以

下「委員会」という。）が承認したスポーツ系サークル（以下「サークル」という。）

とする。 

２ 新たに本部会に入会しようとするスポーツ系団体は，信州大学学友会事務局（以下

「事務局」という。）を通じて入会申請書を委員会に提出し，承認を受けなければな

らない。 

３ 部会員は，新年度において事務局を通じて継続書類を委員会に提出し，承認を受け

なければならない。なお，期日までに書類の提出がないサークルは，退会とみなす。 

 

（役員） 

第３条 本部会に，次の役員を置く。 

一 委員長     １名 

二 副委員長    ２名 

三 会計委員    ２名 

２ 委員長及び副委員長は，会則第８条に規定する運営委員会委員を兼ねるものとする。 

 

（役員の選出） 

第４条 前条に定める役員は３年次生以下とし，次のとおり選出する。 

一 委員長は，委員会で互選により選出する。 

二 副委員長は，委員長が指名し，委員会の承認を得るものとする。 

三 会計委員は，委員長が指名し，委員会の承認を得るものとする。 

 

（役員の任務） 

第５条 役員の任務は次のとおりとする。 

一 委員長は，本部会の運営を総括する。 

二 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故ある場合はその職務を代行する。 

また，事務局と連携し，広報等の事務に携わる。 

三 会計委員は，事務局と連携し，会計事務に携わる。 
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（役員の任期） 

第６条 役員の任期は１年とする。 

２ 補欠の役員の任期は前任者の残余期間とする。 

３ 役員交代の時期は４月とする。ただし，任期満了した場合においても，新たに役員

が決定するまでは，同項の規定にかかわらず職務を行う。 

 

（機関） 

第７条 本部会に，委員会，執行部委員会を置き，委員会をもって本部会の最高議決機

関とする。 

 

（委員会） 

第８条 委員会は，委員長，副委員長，会計委員，委員（各サークルから選出された代

表者１名）をもって構成し，委員長が議長となる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長が必要と認めるときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その説明

又は意見を聴くことができる。 

 

（委員会の招集） 

第 10 条 委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

 

（決議） 

第 11 条 委員会は，次の各号に定める事項について決議する。 

一 役員の選出に関する事項 

二 入会に関する事項 

三 規約の改正に関する事項 

四 その他必要な事項 

 

（議決権） 

第 12 条 委員会の議決権は各構成員につき１票とする。 

 

（委員会の議事運営） 

第 13 条 委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことはできない。 

２ 代理者及び委任状を認める。 

３ 議事は出席委員の過半数の同意により議決され，可否同数の時は，議長の決すると

ころによる。 
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（執行部委員会） 

第 14 条 執行部委員会は，委員長，副委員長，会計委員をもって構成し，委員長が議

長となる。 

２ 執行部委員会は，委員長より要請があった事項について審議し，その結果を委員会

に報告する。 

 

（執行部委員会の招集） 

第 15 条 執行部委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

 

（事務の責任） 

第 16 条 本部会の事務の責任は委員長にある。 

 

（改正） 

第 17 条 本部会の規約の改正は，委員の３分の２以上の同意をもって決する。 

 

（附則） 

この規約は，平成２０年７月２日から実施する。 

（附則） 

この規約は，平成２２年３月１日から実施する。 

（附則） 

この規約は，平成２５年８月１日から実施する。 
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信州大学学友会文化部会規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は，信州大学学友会会則（以下「会則」という。）第 13条の規定に基

づき，信州大学学友会文化部会（以下「本部会」という。）に関し，必要な事項を定

める。 

 

（部会員） 

第２条 部会員は，大学公認の承認を受けた団体のうち，第８条に規定する委員会（以

下「委員会」という。）が承認した文化系サークル（以下「サークル」という。）とす

る。 

２ 新たに本部会に入会しようとする文化系団体は，信州大学学友会事務局（以下「事

務局」という。）を通じて入会申請書を委員会に提出し，承認を受けなければならな

い。 

３ 部会員は，新年度において事務局を通じて継続書類を委員会に提出し，承認を受け

なければならない。なお，期日までに書類の提出がないサークルは，退会とみなす。 

 

（役員） 

第３条 本部会に，次の役員を置く。 

一 委員長     １名 

二 副委員長    ２名 

三 会計委員    ２名 

２ 委員長及び副委員長は，会則第８条に規定する運営委員会委員を兼ねるものとする。 

 

（役員の選出） 

第４条 前条に定める役員は３年次生以下とし，次のとおり選出する。 

一 委員長は，委員会で互選により選出する。 

二 副委員長は，委員長が指名し，委員会の承認を得るものとする。 

三 会計委員は，委員長が指名し，委員会の承認を得るものとする。 

 

（役員の任務） 

第５条 役員の任務は次のとおりとする。 

一 委員長は，本部会の運営を総括する。 

二 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故ある場合はその職務を代行する。 

また，事務局と連携し，広報等の事務に携わる。 

三 会計委員は，事務局と連携し，会計事務に携わる。 
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（役員の任期） 

第６条 役員の任期は１年とする。 

２ 補欠の役員の任期は前任者の残余期間とする。 

３ 役員交代の時期は４月とする。ただし，任期満了した場合においても，新たに役員

が決定するまでは，同項の規定にかかわらず職務を行う。 

 

（機関） 

第７条 本部会に，委員会，執行部委員会を置き，委員会をもって本部会の最高議決機

関とする。 

 

（委員会） 

第８条 委員会は，委員長，副委員長，会計委員，委員（各サークルから選出された代

表者１名）をもって構成し，委員長が議長となる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長が必要と認めるときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，その説明

又は意見を聴くことができる。 

 

（委員会の招集） 

第 10 条 委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

 

（決議） 

第 11 条 委員会は，次の各号に定める事項について決議する。 

一 役員の選出に関する事項 

二 入会に関する事項 

三 規約の改正に関する事項 

四 その他必要な事項 

 

（議決権） 

第 12 条 委員会の議決権は各構成員につき１票とする。 

 

（委員会の議事運営） 

第 13 条 委員会は，委員の３分の２以上の出席がなければ議事を開くことはできない。 

２ 代理者及び委任状を認める。 

３ 議事は出席委員の過半数の同意により議決され，可否同数の時は，議長の決すると

ころによる。 
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（執行部委員会） 

第 14 条 執行部委員会は，委員長，副委員長，会計委員をもって構成し，委員長が議

長となる。 

２ 執行部委員会は，委員長より要請があった事項について審議し，その結果を委員会

に報告する。 

 

（執行部委員会の招集） 

第 15 条 執行部委員会は，必要に応じて委員長が招集する。 

 

（事務の責任） 

第 16 条 本部会の事務の責任は委員長にある。 

 

（改正） 

第 17 条 本部会の規約の改正は，委員の３分の２以上の同意をもって決する。 

 

（附則） 

この規約は，平成２０年１２月１日から実施する。 

（附則） 

この規約は，平成２２年３月１日から実施する。 

（附則） 

この規約は，平成２５年８月１日から実施する。 
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